
 

  

 

当
協
議
会
で
は
、
新
た
に
整
備
を

す
る
広
域
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
候

補
地
を
３
市
町
の
中
か
ら
選
定
す
る

業
務
を
進
め
て
き
ま
し
た
。 

 

昨
年
９
月
、
ご
み
焼
却
施
設
及
び

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
中

間
処
理
施
設
）
に
つ
い
て
は
五
泉
市

が
受
け
持
ち
、
最
終
処
分
場
は
阿
賀

野
市
が
受
け
持
つ
こ
と
を
発
表
し
ま

し
た
。 

 

そ
の
後
、
建
設
候
補
地
の
地
元
へ

の
説
明
を
重
ね
、
同
12
月
、
五
泉
市

は
「
清
瀬
地
区
」
（
図
１
■
）
、
阿
賀

野
市
は
「
大
日
地
区
」（
図
１
●
）
の

住
民
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
合
意
を
い
た
だ

き
、
こ
の
２
月
に
開
催
さ
れ
た
五
泉

地
域
衛
生
施
設
組
合
議
会
へ
報
告
さ

れ
ま
し
た
。 

 

平
成
29
年
度
は
、
必
要
と
す
る
用

地
の
範
囲
を
決
定
す
る
た
め
に
、
現

地
の
測
量
調
査
や
地
質
調
査
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
中
間
処
理
施
設
の
建

設
に
当
た
り
、
周
辺
環
境
に
与
え
る

影
響
を
予
測
し
、
大
気
質
、
騒
音
・

振
動
、
悪
臭
、
水
質
や
動
植
物
な
ど

の
調
査
を
行
い
、「
環
境
影
響
評
価
書
」

を
作
成
し
ま
す
。
工
事
に
着
手
し
た

後
も
環
境
の
状
態
を
引
き
続
き
調
査

し
て
い
き
ま
す
。
最
終
処
分
場
に
つ

い
て
は
平
成
30
～
31
年
度
に
生
活

環
境
影
響
調
査
を
実
施
し
ま
す
。 

 
３
市
町
か
ら
排
出
さ
れ
る
ご
み
等

を
安
心
・
安
全
に
効
率
よ
く
処
理
す

る
た
め
の
施
設
や
シ
ス
テ
ム
を
基
本

計
画
で
定
め
、
造
成
や
施
設
の
設
計

に
取
り
掛
か
り
、
平
成
32
年
度
に
は

工
事
に
着
手
。
平
成
35
年
度
中
の
供

用
開
始
を
目
指
し
事
業
を
進
め
て
行

き
ま
す
。（
当
協
議
会
は
３
月
末
で
解

散
し
、
以
後
の
整
備
事
業
は
五
泉
地

域
衛
生
施
設
組
合
が
引
き
続
き
行
い

ま
す
。
） 

 
 

（
ウ
ラ
面
に
続
く
） 
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図 1 広域ごみ処理施設の位置図 

 

 

■新中間処理施設 

●新最終処分場 

新
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
地
決
定 

 
 

五
泉
市
「
清
瀬

き

よ

せ

地
区
」、 

 
 

阿
賀
野
市
「
大
日

だ
い
に
ち

地
区
」
に 

□現中間処理施設 

○現最終処分場 

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

□既存中間処理施設 

○既存最終処分場 

測量・地質調査

施設整備基本計画

環境影響評価 （調査・予測・評価）→ （事後調査）→

造成基本・実施設計

施設基本設計

事業方式検討

発注支援業務

造　成　工　事

建　設　工　事 供用開始→

測量・地質調査

施設整備基本計画

施設基本設計

生活環境影響調査

施設実施設計

発注支援業務

建　設　工　事 供用開始→

一般廃棄物処理施設整備全体スケジュール

最
終
処
分
場

H36

中
間
処
理
施
設

項目　＼　年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35



中間処理施設の余熱利用方式のイメージ図 

 

国
か
ら
の
交
付
金
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
循
環
型
社
会
形
成
推
進
地

域
計
画
（
以
下
、
地
域
計
画
）
を
策

定
し
、
環
境
大
臣
あ
て
に
提
出
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
ご
み
処
理

施
設
の
整
備
費
用
の
約
三
分
の
一
が

国
か
ら
の
交
付
金
で
賄
わ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
地
域
計
画
で
は
、
平
成
36
年

度
の
目
標
と
し
て
、
ご
み
総
排
出
量

に
つ
い
て
は
平
成
27
年
度
比
で
約

５
千
ト
ン
（
約
12
％
）
減
を
目
指
し
、

総
資
源
化
量
は
、
現
在
ご
み
全
体
に

占
め
る
割
合
が
約
15
％
の
も
の
を

21
％
に
ま
で
増
や
す
こ
と
を
掲
げ

て
い
ま
す
。
今
後
は
３
市
町
が
一
体

と
な
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
ご
み
の

減
量
化
や
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
向
上
に 

 

向
け
て
努
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
交
付
金
を
受
け
る
た
め
の

要
件
と
し
て
、
ご
み
処
理
施
設
か
ら

発
生
す
る
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
収

（
余
熱
利
用
）
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

 

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
収
方
法
と
し

て
は
、
現
在
計
画
し
て
い
る
施
設
の

場
合
に
は
、
ご
み
を
焼
却
す
る
際
に

発
生
す
る
熱
を
利
用
し
て
、
下
の
図

の
よ
う
に
発
電
し
、
施
設
内
の
電
力

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
検
討
し
て

い
ま
す
。 

 

こ
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
方
法

の
ほ
か
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を

反
映
し
た
整
備
事
業
と
な
る
よ
う
、

専
門
家
や
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
と
話

し
合
い
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
慎
重

に
進
め
て
行
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

焼却熱 

収集運搬 

循
環
型
社
会
形
成
推
進
地
域
計
画 

を
提
出
し
ま
し
た 

電気変換 


